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第 216 回 

かすみがうら市農業委員会総会議事録 

 

1.かすみがうら市農業委員会告示第５号     

     
令和４年５月２日かすみがうら市農業委員会告示第５号をもって、令和４年５月１０日

（火）かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第 216 回かすみがうら市農業委員会総会を 

招集する。 

        

2.総会の日時および場所        
 令和４年５月１０日（火） 午後 2時開会 かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室 

           

3.出席委員         

   
     2番  西崎 敏和    3番  鈴木 良道     4番 宮本 教夫     5番   塚本 勝男     

6番  安田 治     7番 飯田 敬市    8番 久松 弘叔    9番  井坂 孝雄   

10番 高田 健司    11番 谷中 昌      12番 廣原 孝   13番 栗山 千勝 

    14番 塚本 茂      15番 中山 峰雄    

          

4.欠席委員          
      1番 海東 功 

        

5.説明のため出席した者        
 事務局長 仲戸 禎雄 局長補佐 関川 信政 係長 横田 桂明 主任 青山 哲士

      

          

6.議事録署名委員        
 10番 高田 健司   12番 廣原  孝      

          

7.議事日程          
① 諸般の報告について 

② 議事録署名委員について 

③ 日程の決定について  

④ 報告案件について 

報告第13号 農地法第５条第１項第７号の規定による市街化区域内の農地転用届出 

      について 

報告第14号 農地法第１８条第６項の規定による通知の受理について  

⑤ 議案審議について 

  議案第32号 農地法第３条の規定による権利の設定・移転の許可について 
議案第33号 農地法第４条の規定による許可申請について 
議案第34号 農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第35号 現況証明願の交付決定について 
議案第36号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

計画の決定について 
議案第37号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

計画の農地中間管理事業の決定について」 
   議案第38号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 
        用地利用配分計画案の意見の決定について 

 
          

 午後 3時 05分閉会   
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事務局長 

 

只今から、令和４年度第２１６回農業委員会総会を開会いたします。 

只今の出席委員は１４名で、会議規則第７条の定足数に達しております、よって

総会は成立しております。なお、会議規則第４条による、欠席届が１番海東委員

より提出されております。 

それでは会議規則第５条により、議長は会長が務めることになっておりますの

で、以後の議事進行につきましては、中山会長にお願いいたします。 

 

議長 （会長あいさつ） 

 

議長 はじめに事務局から諸般の報告をお願いします。 

 

事務局長 （諸般の報告朗読） 

 

議長 次に議事録署名委員の指名及び書記の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、１０番高田健司委

員、１２番廣原孝委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記は、事務局の青山主任を指名いたします。 

 

議長 次に、日程の決定について、お諮りいたします。 

只今から午後５時までとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

議長 ご異議ございませんので、午後５時までといたします。 

 

議長 次に報告第１３号から第１４号の報告案件ですが、委員の皆様には、すでに議案

書が送付されていますので、事務局説明は省略いたしまして、さっそく質疑に入

ります。報告案件について、ご意見、ご質問等ありましたら、お願いします。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 ご意見等ございませんので、報告案件は終わります。 

 

議長 それでは、議案審議に入ります。 

はじめに「議案第３２号農地法第３条の規定による権利の設定・移転の許可につ

いて」上程いたします。 

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しておりま

す。 

（事務局朗読） 

 

議長 

 

 

只今、議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願い致します。 

 

10番 高田委員 ５月２日午前９時から霞ヶ浦庁舎において、塚本委員と栗山委員と私、高田の 

３名で、書類審査後、現地調査を実施してきました。 

それでは説明いたします。 

番号１番は●●●●●●●から約６００ｍ北西に位置する畑１筆になります。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は、経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。露地野菜を作付けす

る計画です。 

 

続きまして番号２番と３番は、譲受人が同一、譲渡人は異なりますが、新規就農

のため、一括で説明いたします。 

番号２番は坂地内の●●●●●から約３００ｍ南に位置する畑２筆になります。 

現況は、雑草繁茂の状態となっていました。 

番号３番は坂地内の●●●●●から約６００ｍ北西に位置する畑１筆になりま。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は、新規就農のため、今回の申請に至りました。 

栗、露地野菜を作付けする計画です。 

 

続きまして番号４番は、●●●●●●●●●●から約１００ｍ南東に位置する畑

３筆になります。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

じゃがいもを作付けする計画です。 

 

続きまして番号５番から８番、及び番号１１番から１４番につきましては、営農

型太陽光発電施設に関する申請であり、議案第３４号の番号５番から８番と関連

する案件のため、議案第３４号の転用の説明の際に一括で説明いたします。 

続きまして、番号９番、１０番は譲受人が同一、譲渡人は異なりますが、新規就

農のため、一括で説明いたします。 
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 番号９番、１０番は●●●●●●●●●●から約３００ｍ南西に位置する畑２筆

になります。 

現況は、一部雑木があるものの、概ねきれいに管理されていました。 

申請人は、新規就農のため、今回の申請に至りました。 

かんしょを作付けする計画です。 

 

以上、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件を満たしていると

考えます。 

委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

 

議長 これより、議案審議に入ります。 

番号１番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号１番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

次に、番号２番、番号３番については、譲受人が同一、譲渡人は異なりますが、

新規就農ための売買と賃貸ということで関連がありますので一括審議といたしま

す。 

番号２番、番号３番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

11番 谷中委員 番号３番の方なのですが、貸し人について、私の記憶では３～４か月前に、この

土地ではないと思うが購入していると思うのです。 

その理由は「経営規模拡大のため」という事由であったと思います。ところが、

ここへきて「耕作困難のため」に貸し付けるというのは、少し考え方が違うので

はないでしょうか。 
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事務局 

 

 

誤植でございまして、「耕作困難」ではなく、「新規就農のため」と「相手の要

請により」でございます。大変申し訳ございません。 

 

11番 谷中委員 

 

直すのですね。 

議長 

 

 

 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号２番、番号３番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 

 

全員賛成ですので、番号２番、番号３番は原案のとおり許可することに決定いた

します。 

 

11番 谷中委員 

 

原案の通りではなく、相手の要請によると、「修正」でしょう。 

 

議長 修正です。 

 

議長 

 

 

次に、番号４番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 

 

 

 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号４番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号４番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

次に、番号５番から番号８番、及び番号１１番から１４番については、５条 

許可と関連がありますので、議案第３４号の審査の中で一括審議といたします。 

 

議長 次に、番号９番、番号１０番については、譲受人が同一、譲渡人は異なります

が、新規就農ための売買と賃貸ということで関連がありますので一括審議といた

します。 

番号９番、番号１０番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
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3番鈴木委員 

 

 

 

●●さんですか、深谷２３２９番地、こちらを見ると住所が高崎なんだよね。 

会社はスタイルファームとスタイルプランニングと個人、どこに住んでいるんで

すか。 

 

事務局 

 

 

 

お答えいたします。 

まず、会社に関しまして住所はそれぞれ、●●さんのお住まいが１４番の記載、

こちらが個人でございます。 

 

11番 谷中委員 

 

住所が高崎になっているの、深谷になっているのか。 

 

事務局 

 

会社の住所が深谷でございます。 

 

11番 谷中委員 

 

●●さん本人は、どこの住所なのか。 

 

事務局 高崎でございます。 

 

11番 谷中委員 高崎からきて、耕作するのか。 

 

事務局 

 

事業所に関しましては、深谷に住んでいる方も役員の方がいらっしゃいます。 

耕作される方はこの会社「スタイルファーム」が耕作する形でございます。 

 

議長 

 

 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号９番、番号１０番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手

をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 

 

賛成多数ですので、番号９番、番号１０番は原案のとおり許可することに決定い

たします。 

 

議長 

 

 

次に「議案第３３号農地法第４条の規定による許可申請について」上程いたしま

す。 

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 

 

事務局 

 

それでは、朗読いたします。なお、当案件については事前調査を実施しておりま

す。（事務局朗読） 
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議長 

 

只今、議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願い致します。 

 

14番 塚本委員 それでは説明いたします。 

番号１番になります。図面番号１番を併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●●●●●から約１５０ｍ南東に位置する田１筆になりま

す。 

申請人は、自己住宅として使用するため、今回の申請に至りました。 

申請地は、第１種農地ですが、集落接続が確保されていることから不許可の例外

にあたりますので、転用による影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

以上、委員の皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

これより、議案審議に入ります。 

番号１番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

5番塚本委員 現在住んでいるところが手狭なのですか。 

 

事務局 申請によりますと、現在住んでいる所は子供たち夫婦に渡して、新しいところに

住むというような申請でございます。 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号１番から１５番は原案のとおり許可することに決定いた

します。 

 

議長 「議案第３３号農地法第４条の規定による許可申請について」は、原案のとおり

許可することに決定いたしました。 

 

議長 

 

次に「議案第３４号農地法第５条の規定による許可申請について」上程いたし

ます。 
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事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、朗読いたします。なお、当案件については事前調査を実施しておりま

す。 

（事務局朗読） 

 

議長 只今、議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願い致します。 

 

14番塚本委員 それでは説明いたします。 

番号１番、番号２番につきましては、借受人並びに転用事由が同一であり、近接

した案件となりますので、一括で説明いたします。図面番号２番、３番も併せて

ご覧ください。 

申請地は、●●●●●●から約７００ｍ西に位置する畑４筆になります。 

こちらは、第２種農地と判断しました。 

申請人は、太陽光発電施設として使用するため、今回の申請に至りました。 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号３番になります。図面番号４番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●●●から約５００ｍ南東に位置する畑１筆になります。 

こちらは、第２種農地と判断しました。 

申請人は、自宅敷地拡張のため、今回の申請に至りました。 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号４番になります。図面番号５番も併せてご覧ください。 

申請地は、中志筑地内の●●●●●から約１００ｍ西に位置する畑１筆になりま

す。 

こちらは、第２種農地と判断しました。 

申請人は、駐車場および資材置場に供するため、今回の申請に至りました。 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号５番から６番は３条の番号１１番から１２番に関連する案件で、

借人が同一で転用事由が同一であるため、一括で説明いたします。図面番号６番
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から７番も併せてご覧ください。 

こちらは●●●●●●●●●●から約３００ｍ南西に位置する畑２筆になりま

す。 

こちらは第１種農地と判断しました。 

申請人は、営農型太陽光発電施設に供するため、今回の申請に至りました。 

現況は、きれいに管理されていました。 

３条の申請人は、新規就農のため、今回の申請に至りました。サカキ、シキミを

作付けする計画です。 

 

続きまして番号７番は議案３２号の番号７番及び番号１３番に関連する案件で、

借人が同一で転用事由が同一であるため、一括で説明いたします。図面番号８番

も併せてご覧ください。 

こちらも●●●●●●●●●●から約３００ｍ南西に位置する畑４筆になりま

す。 

こちらは第１種農地と判断しました。 

申請人は、営農型太陽光発電施設に供するため、今回の申請に至りました。 

現況は、きれいに管理されていました。 

耕作者の方は、新規就農のため、今回の申請に至りました。 

サカキ、シキミを作付けする計画です。 

 

続きまして番号８番は議案３２号の番号８番及び番号１４番に関連する案件で、

借人が同一で転用事由が同一であるため、一括で説明いたします。 

図面番号９番も併せてご覧ください。 

こちらも●●●●●●●●●●から約３００ｍ南西に位置する畑１筆になりま

す。 

こちらは第１種農地と判断しました。 

申請人は、営農型太陽光発電施設に供するため、今回の申請に至りました。 

現況は、きれいに管理されていました。 

耕作者の方は、新規就農のため、今回の申請に至りました。 

サカキ、シキミを作付けする計画です。 

 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

以上、委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

 

議長 これより、議案審議に入ります。 

番号１番、番号２番について、借受人並びに転用事由が同一であり、隣接した案

件になりますので、一括審議をお願いします。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番、番号２番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号１番、番号２番は原案のとおり許可することに決定いた

します。 

 

議長 次に番号３番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号３番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号３番は原案のとおり許可することに決定いたします 

 

議長 次に番号４番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号４番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号４番は原案のとおり許可することに決定いたします 
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議長 次に、番号５番、６番について、「議案第３２号」番号５番、６番及び番号１１

番、１２番と同一計画地であり、関連した案件になりますので、一括審議をお願

いします。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

11番谷中委員 借受人の住所が気になってしょうがない。 

６番の住所は高崎市●●●●●●●●、下に行くと、●●●●●●●、購入する

ときには深谷、実際には住所は群馬県と説明がありましたが、どうにも腑に落ち

ない、その辺はどうなのですか。 

 

事務局 今回の申請にあたり、３条の地面度耕作する部分は深谷の会社がやるという形に

なり、上の太陽光を経営する会社は２社と●●氏個人、１つの●●●●●●●●

●●●●●が高崎市、●●●●●●●●●●も高崎、●●さん個人も高崎市とな

っております。 

 

11番谷中委員 番地は違うでしょう。 

 

事務局 会社と個人は別となっております。 

以上でございます。 

 

11番谷中委員 年齢の記載がないが、幾つ位の方なのか。 

 

事務局 法人についての年齢記載はございませんが、個人（●●氏）は５５歳で、●●氏

一人で数社経営している形です。 

 

11番谷中委員 売買するときは深谷で買って、その人の住所が深谷にあるか分からないのだけれ

ど。 

 

事務局 深谷の方は、耕作の方でございます。 

（売買もあるわけだろうの声） 

 

事務局 下の耕作の部分、こちらが売買と使用貸借になっておりまして、こちらの会社の

所在地、こちらは深谷の所在になっております。 

 

11番谷中委員 売買は決まってしまったことだから構わないが、例えば３条の１０番、こちらは

売買でしょう、これは●●氏が買ったのでしょ。 
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事務局 ３条の１０番につきまして、正確には、買ったのは●●●●●●●●●●という

法人が買ったという形であります。 

 今回、●●●●●●●●は農地所有的確法人として深谷に事務所を構え、その事

務所に耕作する者が常駐するというような計画で３条の申請、耕作する申請をあ

げてきているものです。 

 

2番西崎委員 手続きはよく分かりました。ただね、法人と個人のところがあるじゃないです

か、ここだけは個人でというのはなにかあるのですか。 

 

事務局 ご質問の通りで、理由というのは農地法との直接の関連ではなく、太陽光の許可

申請関連で同一の法人であると面積を超えてしまうことから、個人と法人に分け

て申請していると聞いております。 

 

議長 面積を超えてしまうということで。 

よろしいですか、それでは進めます。 

 

3番栗山委員 現地調査において見落とした部分があり、申し訳ないが５、６、７番で転用面積 

５番が２㎡、６番が２．０７㎡、７番が２．３８㎡、パネル枚数を考えると、こ

れだけの面積でもつのか、全く違う構造なのか説明してもらいたい。 

 

事務局 ７番でございますが、パネル１，０７８枚、議案書は少し見難いかと思います

が、４筆合計で９．０３㎡の転用面積ということで、２．３８㎡はその一部でご

ざいます。 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号５番、６番並びに「議案第３２号」番号５番、 

６番及び番号１１番、１２番について原案のとおり許可することに賛成の方は挙

手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 賛成多数ですので、番号５番、６番及び「議案第３２号」番号５番、６番及び、

番号１１番、１２番については原案のとおり許可することに決定いたします。 
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議長 次に、番号７番について、「議案第３２号」番号７番及び番号１３番と同一計画

地であり、関連した案件になりますので、一括審議をお願いします。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号７番及び「議案第３２号」番号７番及び番号１３番について原案の 

とおり許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 賛成多数ですので、番号７番及び「議案第３２号」番号７番並びに番号１３番に

ついては原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 次に、番号８番について、「議案第３２号」番号８番及び番号１４番と同一計画

地であり、関連した案件になりますので、一括審議をお願いします。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号８番及び「議案第３２号」番号８番及び番号１４番について原案のとおり許

可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号８番及び「議案第３２号」番号８番及び番号１４番は原

案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 「議案第３２号農地法第３条の規定による権利の設定・移転の許可について」

は、原案のとおり許可することに、「議案第３４号農地法第５条の規定による許

可申請について」は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第３５号現況証明願の交付決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、朗読いたします。 

なお当案件についても事前調査を実施しております。 

（事務局朗読） 
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議長 議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願いいたします。 

 

14番塚本委員 それでは説明いたします。 

番号１番になります。図面番号１０番も併せてご覧ください。 

申請地は、下稲吉地内の●●●●●●●から約２００ｍ北東に位置する畑２筆に

なります。 

こちらは、こちらは、２０年以上前から山林化している状況であり、現在に至っ

ていることから、証明しても問題ないと判断しました。 

 

続きまして、番号２番になります。図面番号１１番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●から約２００ｍ南東に位置する畑１筆になります。 

こちらは、４０年以上前から住宅敷地として使用している状況であり、現在に至

っていることから、証明しても問題ないと判断しました。 

 

以上、委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

議長 これより、議案審議に入ります。 

まず、番号１番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり交付することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成（賛成多数）ですので、番号１番は原案のとおり交付することに決定い

たします。 

 

議長 次に、番号２番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

6番安田委員 ４８年経過しているということですが、課税状況はどうなっているのでしょう

か、たぶん、宅地として課税されていると思うのですが。 
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事務局 課税状況は宅地として課税されております。 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号２番について、原案のとおり交付することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号２番は原案のとおり交付することに決定いたします。 

 

議長 「議案第３５号現況証明願の交付決定について」は、原案のとおり交付すること

に決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第３６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第３６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第３６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について」は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

議長 次に「議案第３７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の農地中間管理事業の決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 
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事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第３７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第３７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の農地中間管理事業の決定について」は、原案のと

おり決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第３８号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定

による農用地利用配分計画案の意見の決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第３８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第３８号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定による農用地利用配分計画案の意見の決定について」は、原案の

とおり決定いたしました。 
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議長 以上で、本日の議案審議は終了しました。 

その他、農業委員さんから、何かありましたらお願いします。 

（意見等無し） 

 

議長 来月の総会は、６月１０日（金）午後２時から予定しております。 

なお、次回の事前調査員は、海東功委員、西崎敏和委員、鈴木良道委員です。 

日時は、６月２日（木）午前９時から、霞ヶ浦庁舎小会議室２といたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 事務局から、何かありますか。 

 

事務局 （事務局説明） 

１．農用地利用状況調査日程（案）について 

２．茨城県農業会議農林関係税制改正の要望取り纏めについて 

３．令和３年度成果実績・活動実績について 

 

議長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等 

何かありましたらお願いします。 

（意見、質問等なし） 

 

議長 それでは、以上を持ちまして、第２１６回総会を閉会いたします。 

慎重審議大変ご苦労様でした。 

 

事務局 起立、礼、お疲れさまでした。 
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